
 
 
京 都 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 の 組 織 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（専攻及び講座） 
第６条 農学研究科の専攻及び講座は、次に掲げると

おりとする。 
農学専攻            （略） 
森林科学専攻 森林管理学講座、森林生産学講座、

緑地環境保全学講座、生物材料工学講座、生物材

料機能学講座 
応用生命科学専攻  
応用生物科学専攻  
地域環境科学専攻 比較農業論講座、生物環境科学

講座、生産生態科学講座、地域環境開発工学講座、

地域環境管理工学講座、生物生産工学講座 
生物資源経済学専攻  
食品生物科学専攻 

２・３          

（後 略） 

 

（専攻及び講座） 
第６条 農学研究科の専攻及び講座は、次に掲げると

おりとする。 
農学専攻       （同 左） 
森林科学専攻 森林環境科学講座、森林保全管理学

講座、生物材料工学講座、生物材料科学講座 
 
応用生命科学専攻  
応用生物科学専攻  
地域環境科学専攻 比較農業論講座、生産生態科学

講座、地域環境開発工学講座、地域環境管理工学

講座、生物生産工学講座 
生物資源経済学専攻  
食品生物科学専攻 

２・３          

 

   附 則（令和４年達示第５７号） 

 この規程は、令和４年７月１日から施行する。 

 

 

  （略） 

  
（略） 

  （同 左） 

  
（同 左） 


